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４月からの値上げをおこなわないよう
市長へ申し入れ　　日本共産党羽村市議団

日本共産党

　羽村市の国民健康保険税（国保税）をいくらにするのかを

市長へ諮問する「羽村市健康保険運営協議会」（杉浦康枝会長）

が、今年４月から国保税の値上げが必要との答申をおこなっ

ています。（議事録は、http://www.city.hamura.tokyo.jp/m-

record/m-record.html#6-1）

　日本共産党羽村市議団は、１月２１日、並木市長に対し、

市民の暮らしの状況は大変であり、国保税の値上げはおこな

うべきでない、との申し入れをおこないました。（右文書）

　並木市長は、申し入れの趣旨は理解できるとし、現在、国

保税について検討していることを述べました。

　共産党市議団は、羽村駅西口区画整理などを見直して、予

算を暮らし優先のものに切りかえることが必要だとの指摘を

おこないました。

羽村市長　並木心様

国民健康保険税の値上げをおこなわないことなどを求める

申し入れ

２００９年１月２１日

日本共産党羽村市議団

　昨年１０月３１日に羽村市国民健康保険運営協議会から、

「国民健康保険税の適正化について」が答申されました。こ

の答申書の中では、市民が払う国保税（医療分）について、

来年４月から、所得割額を３．５％から３．７％へ、均等

割額を１８，０００円から１９，２００円へ、賦課限度額

を４４万円から４７万円へと大きく値上げをすることが必

要と述べられています。

　また、今回の答申の特徴として、「意見」が付加されてお

り、「景気の動向や雇用情勢などからすると、基本的には（中

略）増額すべきでないと考える。しかしながら、医療費の

増加等を考慮すると（中略）苦渋の選択として税率の改定

をする」と述べられてます。協議会委員の中でも値上げに

ついて反対論が強かったことが伺えるものとなっています。

　市民の生活は、不況の影響による収入減・雇い止め、物

価の高止まりなどによる生活コストの上昇、各種保険料・

税の上昇による可処分所得の減少など、全世代をつうじて

暮らしの大変さが増しています。特に、国民健康保険に加

入している世帯は収入の低い世帯の比率が高く、暮らしの

大変さは想像以上のものがあります。このことは国保税の

収納率が７０．８％（１９年度・２００８年５月末時点）

となっていることにも表れています。

　こうしたもとで、国保税の値上げをおこなうことは、市

民の暮らしを困難なものとし、消費を冷やし地域経済に悪

影響を与え、国保税の収納率の低下をまねき制度の存続を

危うくするなど、様々な悪影響を与えることにつながると

考えます。

　現在、国民健康保険の制度そのものが成り立たなくなっ

ているとの指摘が多方面からなされています。それは、特に、

国が国庫負担金を年を追うごとに引き下げ、結果として保

険料が払い続けられないほど高いものとなっているところ

に問題の根源があります。

　税の使い道を暮らしを守るものへと切り替えたり、高す

ぎる薬価や医療機器の問題にメスを入れることで財源を生

み出し、国庫負担金を計画的に引き上げれば、市民が払い

続けられる保険料へ引き下げるなど、制度の安定化がはか

れると考えます。

　制度の抜本的改革が不可避となる時期は迫っていると考

えますが、それまでは、一般会計から必要な金額を繰り入

れし、市民の保険料負担を極力おさえることは必要な措置

であると考えます。

　以上の趣旨から、以下の内容を申し入れいたします。

１、来年４月からの国民健康保険税の値上げはおこなわな

いこと。

２、国保税の減免制度の対象拡大をおこなうこと。

３、国保の資格証の発行をおこなわないようにすること。

　特に、現在、義務教育中の子どもがいる世帯に対しては、

　資格証発行はおこなわない対応をとっているが、その対

　象を、１８歳までの子どもがいる世帯まで直ちに拡大す

　ること。

　羽村市の国民健康保険税（国保税）をいくらにするのかを市

長へ諮問する「羽村市健康保険運営協議会」（杉浦康枝会長）が、

今年４月から国保税の値上げが必要との答申をおこなっていま

す。（議事録は、http://www.city.hamura.tokyo.jp/m-record/m-

record.html#6-1）

　日本共産党羽村市議団は、１月２１日、並木市長に対し、市

民の暮らしの状況からいって、国保税の値上げはおこなうべき

でない、との申し入れをおこないました。（右文書）

　並木市長は、申し入れの趣旨は理解できるとし、現在、国保

税の適正化について検討をおこなっていることを述べました。

　共産党市議団は、羽村駅西口区画整理などを見直して、予算

を暮らし優先のものに切りかえることが必要だとの指摘をおこ

ないました。

域経済を守るため、緊急の申し入れ

　最初に、中原まさゆき共産党羽村市議団長から「雇用と地域

経済を守るための緊急申し入れ」が読み上げられました（右図）。

「申し入れ」では、非正規労働者を「調整弁」のように扱うこと

はゆるされないことを指摘し、日野自動車が、雇用と地域経済

のために社会的責任を果たすことを求めています。

　そのうえで、羽村工場でのリストラの現状について説明をも

とめました。

国民健康

保険税

羽村民報原稿　０８年１２月１８日

＜大見出し＞
日野自動車
派遣・期間社員の雇用守れと要請
日本共産党市議団、鈴木おさむ２５区予定候補、徳留比
例候補、池田比例候補

＜リード＞
去る１８日、共産党羽村市議団は、鈴木おさむ衆院２５
区予定候補、徳留道信衆院東京比例ブロック予定候補、
池田真理子同候補とともに日野自動車羽村工場をおとず
れ、同社がすすめる派遣社員・期間社員のリストラをや
め、雇用と地域経済にたいする社会的責任を果たすよう
要請をおこないました。日野自動車からは●●副工場長
、●●、●●が対応しました。

＜ここから本文＞

＜雇用と地域経済を守るため、緊急の申し入れ＞
　最初に、中原まさゆき共産党羽村市議団長から「雇用
と地域経済を守るための緊急申し入れ」が読み上げられ
ました（右図）。「申し入れ」では、非正規雇用労働者
を「調整弁」のように扱うことはゆるされないことを指
摘し、日野自動車が、雇用と地域経済のために社会的責
任を果たすことを求めています。そのうえで、日野自動
車でのリストラの現状について説明をもとめました。

＜この間、約１０００人を削減。来夏までにさらに非正
規社員７００人の削減予定＞
　日野自動車からは、今年７月以降、車が急速に売れな
くなってきたこと。それは海外だけではなくて国内もそ
うであること。それに対応するために生産調整をおこな
っており、その中で派遣社員や期間社員などの非正規雇
用７００人を含め、これまで約１０００人の雇用を減ら
してきたことが説明されました。現在は、派遣社員２０
名、期間社員７００名が仕事を続けていますが、今後は
、年内に期間社員約１００名、来夏までにさらに残りの
非正規雇用全員を、契約終了をもって雇い止めする計画
であることが説明されました。

＜大企業には雇用と地域経済を守る責任があると指摘＞
　徳留予定候補はこれにたいし、大企業が「リストラ競
争」をおこなえば、国内需要が冷え込み、商品が売れな
くなり、結局は、企業の利益は回復できないこと。解雇
にあたっては「整理解雇の４要件」※が判例として確立
されており、企業の解雇回避への努力や、本人の納得な
どが必要なことを指摘し、この間、史上最高の利益をあ
げる中で積み増した巨額のためこみ金を雇用を守るため
に活用すべきだと求めました。また、鈴木おさむ予定候
補は、寮から追い出される労働者への対応が急務である
こと、一時帰休やワーク・シェアなどの手法を使って、
雇用を守る対策を検討すべきではないかと迫りました。
　日野自動車側からは、「おっしゃることは良くわかる
」としながら、「販売が伸びない中で、（雇用も）生産
に見合ったものにしていかなければならない」とし、計
画どうりに雇い止めなどをおこなう考えを繰り返しまし
た。また、契約期間中に解雇する対応はおこなっていな
いこと、雇い止めされる本人への説明や、非正規社員へ
の福利厚生は十分におこなっていることなどが説明され
ました。
　最後に徳留予定候補から「『雇用調整交付金』※の創
設など、政治が雇用を守るための対策をしっかりとるよ
う、私たちも頑張っていきたい。ぜひ、今日の申し入れ
の趣旨をくみとって、雇用を守る対応をお願いしたい」
とあらためて要請をおこないました。

＜羽村市長へも緊急申し入れ＞
　その後、羽村市役所をおとずれ、並木心市長にたいし
て緊急申し入れをおこない、①市内企業での「派遣切り
」「期間社員切り」などの実態を緊急に把握すること、
②一方的な雇い止めをおこなわないよう、企業への要請
を強力におこなうこと、③「派遣切り」などによる生活
困窮者への生活支援・住居支援をおこなうこと、の３点
を要望しました。並木市長は、「理屈ぬきに緊急対策は
必要であり、企業と（自治体との）信頼関係はいまこそ
活かすべき時」と述べ、対策の検討を約束しました。

＜以下、日野自動車への申し入れ文＞

日野自動車株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２
００８年１２月１８日
代表取締役社長　白井芳夫様
執行役員羽村工場長　田中一春様
日本共産党羽村市議団
団長　　中原雅之
日本共産党西多摩青梅地区委員長
鈴木治

　　　　　　　　雇用と地域経済を守るための緊急申し入れ

　日頃からの企業活動、地域活動たいへんごくろうさまです。さて
、アメリカ発の金融危機にともなう景気悪化が、市民生活に深刻な
影響をおよぼし始めています。とりわけ、市内企業の中でもトップ
を占める貴社において、「派遣切り」「期間社員切り」と言われる
非正規雇用労働者の契約打ち切り、雇い止めが行なわれていること
は重大なことと考えています。
　これまで貴社をはじめ多くの企業が、正社員を減らし、低賃金の
非正規雇用労働者を増やしてきました。近年の好景気の中で、莫大
な利益をあげることができたのも、こうした労働者の貢献が大きか
ったのではないかと思います。いま、景気悪化を理由に「調整弁」
のように非正規雇用労働者を切り捨てることは、決して許されるこ
とではないと考えます。
　とりわけ、派遣社員や期間社員の多くは、会社の用意した寮に住
んでおり、失業は、同時に住まいを失い、寒空の街頭に放り出され
ることにつながります。
　これらのことは、地域経済や社会に打撃をあたえ、市の財政や行
政運営にも深刻な影響をおよぼすことになります。
　貴職におかれましては、貴社が地域社会の中で果たされている役
割と責任を自覚していただき、以下の緊急の対策を講ぜられますよ
う、申し入れするものです。

記

１、正社員の長時間労働をなくし、正社員としての雇用を大幅に拡
大すること。
２、派遣社員の契約打ち切り、期間社員の雇い止めをやめ、住居と
生活を保障すること。
３、下請け企業が、仕入れ価格や人件費におうじた適正な水準の利
益を確保できるよう「公
　　正取引」を徹底すること。

以上

＜ここまで申し入れ文＞

雇用調整助成金制度を見直しました。

急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由
による企業収益の悪化から生産量が減少し、事業活動の
縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を
一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業
、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を
助成します。

＜説明文＞
※整理解雇の４要件
事業経営上の理由で労働者を解雇する場合を整理解雇と
いい、これを行うには、判例上４つの要件（1 事業経営
上の必要性、2 解雇を回避する施策の実施、3 解雇者選
定の合理性、4 説明など手続きの実施）が必要とされて
います。

■整理解雇の四要件
　整理解雇については、(1)人員削減の必要性(2)解雇回
避の努力(3)人選の合理性(4)労働者と十分な協議―を満
たさない限り解雇無効となることが判例で確立していま
す。

※雇用調整交付金

日本共産党羽村市委員会は、羽村市議団の活動について報道しました。
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＜大見出し＞
国民健康保険税
４月からの値上げをおこなわないよう市長へ申
し入れ
日本共産党羽村市議団

＜リード＞
　羽村市の国民健康保険税（国保税）をいくら
にするのかを市長へ諮問する「羽村市健康保険
運営協議会」（杉浦康枝会長）が、今年４月か
ら国保税の値上げが必要との答申をおこなって
います。
（議事録は、
http://www.city.hamura.tokyo.jp/m-
record/m-record.html#6-1）
　日本共産党羽村市議団は、１月２１日、並木
市長に対し、市民の暮らしの状況からいって、
国保税の値上げはおこなうべきでない、との申
し入れをおこないました。（右文書）
　並木市長は、申し入れの趣旨は理解できると
し、現在、国保税の適正化について検討をおこ
なっていることを述べました。
　共産党市議団は、羽村駅西口区画整理などを
見直して、予算を暮らし優先のものに切りかえ
ることが必要だとの指摘をおこないました。

値上げ答申の内容

国民健康保険税

医療分

保険料は平均３．８％、２,８４５円の値上げ
する答申となっています。

＜ここから申し入れ文＞

羽村市長　並木心様

国民健康保険税の値上げをおこなわないことな
どを求める申し入れ

２００９年１月２１日
日本共産党羽村市議団

　昨年１０月３１日に羽村市国民健康保険運営
協議会から、「国民健康保険税の適正化につい
て」が答申されました。この答申書の中では、
市民が払う国保税（医療分）について、来年４
月から、所得割額を３．５％から３．７％へ、
均等割額を１８，０００円から１９，２００円
へ、賦課限度額を４４万円から４７万円へと大
きく値上げをすることが必要と述べられていま
す。
　また、今回の答申の特徴として、「意見」が
付加されており、「景気の動向や雇用情勢など
からすると、基本的には（中略）増額すべきで
ないと考える。しかしながら、医療費の増加等
を考慮すると（中略）苦渋の選択として税率の
改定をする」と述べられてます。協議会委員の
中でも値上げについて反対論が強かったことが
伺えるものとなっています。

　市民の生活は、不況の影響による収入減・雇
い止め、物価の高止まりなどによる生活コスト
の上昇、各種保険料・税の上昇による可処分所
得の減少など、全世代をつうじて暮らしの大変
さが増しています。特に、国民健康保険に加入
している世帯は収入の低い世帯の比率が高く、
暮らしの大変さは想像以上のものがあります。
このことは国保税の収納率が７０．８％（１９
年度・２００８年５月末時点）となっているこ
とにも表れています。
　こうしたもとで、国保税の値上げをおこなう
ことは、市民の暮らしを困難なものとし、消費
を冷やし地域経済に悪影響を与え、国保税の収
納率の低下をまねき制度の存続を危うくするな
ど、様々な悪影響を与えることにつながると考
えます。

　現在、国民健康保険の制度そのものが成り立
たなくなっているとの指摘が多方面からなされ
ています。それは、特に、国が国庫負担金を年
を追うごとに引き下げ、結果として保険料が払
い続けられないほど高いものとなっているとこ
ろに問題の根源があります。
　税の使い道を暮らしを守るものへと切り替え
たり、高すぎる薬価や医療機器の問題にメスを
入れることで財源を生み出し、国庫負担金を計
画的に引き上げれば、市民が払い続けられる保
険料へ引き下げるなど、制度の安定化がはかれ
ると考えます。
　制度の抜本的改革が不可避となる時期は迫っ
ていると考えますが、それまでは、一般会計か
ら必要な金額を繰り入れし、市民の保険料負担
を極力おさえることは必要な措置であると考え
ます。
　以上の趣旨から、以下の内容を申し入れいた
します。

１、来年４月からの国民健康保険税の値上げは
おこなわないこと。
２、国保税の減免制度の対象拡大をおこなうこ
と。
３、国保の資格証の発行をおこなわないように
すること。特に、現在、義務教育中の子どもが
いる世帯
　に対しては、資格証発行はおこなわない対応
をとっているが、その対象を、１８歳までの子
どもがい
　る世帯まで直ちに拡大すること。

新潟・上越市　高校生まで保険証
　上越市では、国保料滞納世帯の子どもから保
険証をとりあげることをやめ、１８才までの子
どもには一般保険証を１２月から交付すること
にしました。市は「滞納は保護者の事情に起因
するものであり、子どもには何ら責任がない」
と今回の対応について説明しています。

答申は、国保税を平均３．８％、

２,８４５円（年額）の値上げをする

内容となっています。

市長へ申し

入れを行な

う共産党

羽村市議団

（２１日）

＜裏面へ続く＞

新潟・上越市　高校生まで保険証

　上越市では、国保料滞納世帯の子どもから保険証をとり

あげることをやめ、１８才までの子どもには一般保険証を

１２月から交付することにしました。

　上越市は「滞納は保護者の事情に起因するものであり、

子どもには何ら責任がない」と今回の対応について説明し

ています。

★無料法律相談のお知らせ

２月10日(火)午後1時30分からです。

事前に予約が必要です。お気軽にご連絡ください。

・中原まさゆき　５５４－１１６３

・市川英子　　　５５４－１１４０

・鈴木たくや　　０８０－１０５８－９４５０

b4用紙と比べ８２％　９ｐｔ＝１１ｐｔ、


